
 

石運輸第６６９号の２ 
令 和 ４ 年 ２ 月 ７ 日 

 
 

一般乗合旅客自動車運送事業者各位 
 
 
 

北陸信越運輸局石川運輸支局長 
（ 公 印 省 略 ） 

 
 
 

「道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業の路線等の休止又は 
廃止に関する手続きの取扱いについて」の一部改正について 

 
 

標記について、北陸信越運輸局長から別紙のとおり通知があったので、了知願います。 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















































